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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
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長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 V o l .５０６ 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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要介護認定申請に対する適切な援助について（依頼） 

 
認定の更新が必要な利用者であるにもかかわらず、認定有効期間満了日の数日前まで更新申

請がなされないまま放置される事案が最近少なからず見受けられます。 

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」において「指定居宅介護支援事業

者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満

了日の 30 日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」とされています。介護

老人福祉施設、介護老人保健施設など施設の基準においてもほぼ同様です。 

日頃から適切なケアマネジメントのもと、認定有効期間満了日の確認を行い、必要な援助をお

願いします。 

 

※参考資料「要介護認定代行申請関係法令通知」（別紙１）をご参照ください。 

 

問い合わせ先：     介護保険課 認定担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８９１（直通） 

ＦＡＸ：０２６－２２４－５２４７（直通） 

 
 
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正に伴う対応について（協力

依頼） 

 

標記について、厚生労働省老健局振興課から、給付金支給対象者等が支給手続きを円滑に行

えるよう介護保険最新情報vol.880により協力依頼があったので、介護保険施設等におかれまし

ては通知を確認いただき可能な限りご協力いただくようお願いします。 

 

制度の概要 

 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

 

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部

改正）について 

 

 標記の留意点については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

（その２）」（令和 2 年 4 月 7 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）（以下「4

月 7 日付事務連絡」という。）等において示されていましたが、介護保険最新情報 vol.881 によ

り一部改正の通知がありました。 

各事業者におかれましては通知を確認いただき、引き続き感染防止対策を講じたうえで利用者

に対して必要なサービスが継続的に提供されるようお願いいたします。 

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 
ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
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介護保険事業者の指定について 

 

 新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知らせ

します。 

  

令和２年 10 月 16 日付け指定分 

 

□訪問看護・介護予防訪問看護 

 

 
 

介護保険最新情報について 

 
厚生労働省老健局から以下のとおり介護保険最新情報が出ております。 

 厚生労働省等のホームページで確認の上、ご対応をお願いします。 

 

【介護保険最新情報 Vol.879】 

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部

改正について 

 

【介護保険最新情報 Vol.882】 

医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について 

 

今後も情報が随時更新されますので、最新の情報確認もお願いいたします。 

 
 

【要介護・要支援認定者状況】 （令和２年９月末日現在 地区別認定者数：21,041 人） 

地 区 名 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

第１地区 61 53 114 50 49 53 32 412 

第２地区 122 107 207 101 76 120 73 806 

第３地区 77 81 159 80 72 73 50 592 

第４地区 22 28 44 28 28 28 23 201 

第５地区 36 39 67 37 16 27 15 237 

芹田地区 134 155 293 126 102 131 85 1,026 

介護保険事業者番号 ２０６０１９０４７３ 

事業所名称 ファミリア訪問看護ステーション 

事業所所在地 長野市大字長野東後町 36 番地３ 

事業所電話番号 026-217-5039 事業所ＦＡＸ番号 026-217-5029 

開設者の名称 
株式会社ファミリア表

参道 
営 業 日 月～金 

営業時間 8:30～17:30 看 護 員 数 ６人 

通常の事業実施地域 長野市、須坂市、中野市、千曲市、上水内郡町村の区域 
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古牧地区 144 128 300 143 139 143 70 1,067 

三輪地区 190 186 293 126 126 132 74 1,127 

吉田地区 143 122 250 103 97 94 61 870 

古里地区 88 77 147 88 67 92 44 603 

柳原地区 57 43 89 44 30 33 22 318 

浅川地区 74 61 107 54 36 46 43 421 

大豆島地区 52 60 141 56 64 69 47 489 

朝陽地区 82 83 199 101 82 103 57 707 

若槻地区 187 178 281 165 114 187 104 1,216 

長沼地区 23 16 39 20 30 26 13 167 

安茂里地区 211 164 310 147 131 128 71 1,162 

小田切地区 14 19 23 16 13 19 7 111 

芋井地区 31 15 46 23 12 29 13 169 

篠ノ井地区 379 309 520 269 244 341 210 2,272 

松代地区 207 182 284 138 124 205 98 1,238 

若穂地区 111 96 160 82 61 101 53 664 

川中島地区 219 188 316 165 126 172 104 1,290 

更北地区 279 194 380 196 150 218 129 1,546 

七二会地区 40 17 34 14 29 36 17 187 

信更地区 38 22 43 34 17 33 16 203 

豊野地区 87 48 154 84 77 76 44 570 

戸隠地区 37 15 76 33 38 51 35 285 

鬼無里地区 13 9 48 25 25 22 18 160 

大岡地区 35 10 34 14 9 10 7 119 

信州新町地区 111 34 92 42 53 54 36 422 

中条地区 44 29 59 36 20 24 9 221 

市 外 15 9 33 22 23 34 27 163 

合計 

(現存者) 
3,363 2,777 5,342 2,662 2,280 2,910 1,707 21,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支
援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせ
していく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話
またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

